
廃棄物処理の流れ

事業活動に伴って生じる廃棄物は次のような流れで処理されます。

事業系一般廃棄物を能美市美化センターへ自己搬入するときは、
事業所用のごみ搬入券が必要です。お近くのサービスセンターでお受け
取りください。
車両（最大積載量1t未満の車両に限ります）1台につき500円の手数料が
必要です。

　　　　　　能美市一般廃棄物収集運搬許可業者　　　　　（収集運搬料金がかかります）

事業所名 所在地 電話番号 許可事項

(有)クリーンウエスト 能美市徳山町2009番地 0761-51-7179 一般廃棄物（事業系）

松山商店 能美市三ツ屋町イ37番地 0761-51-5621 一般廃棄物（事業系）

丸倉倉庫運輸(株)
小松市大島町タ64番地
（能美市寺井町た70番地1）

0761-22-8225
0761-57-0047

一般廃棄物（事業系）

(株)日本海開発 能美市山口町ワ27番地 0761-21-6867 一般廃棄物（事業系）    

(有)中村 能美市山口町カ6番地 0761-58-2562 一般廃棄物（事業系）

ヤマショー(株)
金沢市利屋町リ13番地1
（能美市粟生町西2番地8）

076-257-8182
産業廃棄物に付随する
一般廃棄物（事業系）

(株)緑建 能美市出口町二22番地1 0761-51-4332 一般廃棄物（刈り草等）

(有)カナン 能美市大浜町ウ95番地1 0761-55-1196
一般廃棄物
（し尿・浄化槽汚泥）
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能美市一般廃棄物収集運搬許可業者

（下記の一覧表参照）

※石川県の許可業者

許可業者が収集運搬

能美市美化センターへ産業廃棄物を搬入することはできません。

※産業廃棄物は、石川県が許可した産業廃棄物収集運搬・処分業者に処理を依頼してください。

産業廃棄物収集運搬許可業者は、石川県資源循環推進課のホームページでご確認ください。

問い合わせ：石川県生活環境部資源循環推進課　　TEL　076-225-1472

☐ 持ち込む方の住所と同じ
（異なる場合）

　住　所

能美市以外で発生したごみは持ち込みできません。

下記についてご理解いただき、

住所氏名等の記入をお願いいたします。

■持ち込む方の

　住　所

　氏　名

　電話番号

■ごみの発生した場所　

ごみ搬入券

記載した内容に虚偽があることや持ち込み条件

を満たさないことが判明した場合は、ごみをお

持ち帰りいただきます。
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一般廃棄物
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収集運搬業者へ依頼
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